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藤沢市地域防災計画の修正について 

 

１ 趣旨 

  本市の地域防災計画については、災害対策基本法等災害関連法令の改正等に対応するほ

か、防災関係機関の知見を加える等、適時、修正してきました。本年度は、令和６年能登

半島地震や南海トラフ地震臨時情報を受けての対応も踏まえ、災害対応力及び防災啓発の

強化を図るとともに、神奈川県防災会議からの意見や最新の情報等を反映し、修正するも

のです。 

 

２ 主な修正の視点 

（１）災害対応力の強化に係る事項 

ア 災害時通信体制の強化 

イ 医療救護関係機関との連携 

ウ 能登半島地震を踏まえた被災者支援 

エ 個別避難計画作成の推進 

オ 災害時トイレの充実  

カ 南海トラフ地震臨時情報を踏まえた応急対応 

 

（２）防災啓発の強化に係る事項 

ア 高潮・内水氾濫ハザードマップの周知 

イ 若年層への防災啓発 

 

（３）防災関係機関の運用等との整合を図る事項 

ア 藤沢市防災会議における女性の登用 

イ 学校プール水の災害時利用 

  ウ 横浜地方気象台の意見を反映した気象情報の説明 

エ 統計データ等の最新化及び防災関係機関の組織改正等

令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 

災害対策等特別委員会 資料１ 
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３ 主な修正内容 

（１）災害対応力の強化に係る事項 

ア 災害時通信体制の強化 

情報収集や情報伝達のための通信回線が、災害時にアクセス集中や停電、物理的損

壊等で機能しない場合に備え、新たな衛星通信ネットワークの整備等、情報通信環境

の多重化による通信体制の強化を図っていくことを記載する。                                           

《序論第２部第２章》 

 

イ 医療救護関係機関との連携 

医療救護を必要とする被災者に対して緊急性に即応した具体的な対応を実行するた

め、医療救護対策本部の円滑な運営に向けて、同本部と災害対策本部事務局が平時か

ら情報交換や訓練等に努めることを記載する。 

《序論第２部第４章》 

 

ウ 能登半島地震を踏まえた被災者支援 

令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、迅速な被災者支援や良好な生活環境の確保

に向け、防災備蓄倉庫及び防災備蓄資機材を最適配置するほか、新たな防災空間とし

て、防災広場等の拡充に努めることを記載する。 

《各論Ⅰ第２部第２章他》 

 

エ 個別避難計画作成の推進 

災害時に自力避難が困難な要支援者に対して、福祉専門職による災害時のケアプラ

ン作成を進める等、個別避難計画の作成に繋げるため、関係機関等が一層連携して取

り組むとともに、避難行動要支援者名簿を活用した避難支援を実効性のあるものとす

るため、地域団体等との協力体制を構築していくことを記載する。 

                 《各論Ⅰ第３部第８章、各論Ⅱ第３部第８章》 
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オ 災害時トイレの充実 

避難所等に仮設トイレを長期間設置する場合に備え、流下型マンホールトイレの設

置を検討することを記載する。             《各論Ⅰ第４部第１５章》 

 

カ 南海トラフ地震臨時情報を踏まえた応急対応 

令和６年８月に発表された南海トラフ地震臨時情報を踏まえ、本市の配備体制等に

ついて、より迅速かつ的確な応急対応を図ることができるよう見直すとともに、家具

の固定、食料等の備蓄、家族等との連絡手段の確保等、自助の啓発を推進していくこ

とを記載する。 

《各論Ⅰ第７部前段及び第４章》 

 

（２）防災啓発の強化に係る事項 

ア 高潮・内水氾濫ハザードマップの周知 

高潮ハザードマップ及び内水氾濫ハザードマップの作成に伴い、機会を捉えて配布

する等、市民一人ひとりや家庭ごとの防災知識の向上を図っていくことを記載する。 

              《序論第２部第６章》 

 

イ 若年層への防災啓発 

中学生等の若年層を対象に防災啓発を図る小冊子「ふじさわ防災ナビＪｒ．」の効

果的な活用に向けて、学校関係者等との意見交換を進めていくことを記載する。 

              《序論第２部第６章》 

 

（３）防災関係機関の運用等との整合を図る事項 

ア 藤沢市防災会議における女性の登用 

ジェンダー平等の促進に向け、藤沢市防災会議において女性委員の登用に努めるこ

とを記載する。                                          《序論第１部第３章》 
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イ 学校プール水の災害時利用 

学校教育において使用しない学校プールについては、主に生活用水としてプール水

を利用するよう検討することを記載する。 

《各論Ⅰ第３部第９章、同第４部第９章》 

 

ウ 横浜地方気象台の意見を反映した気象情報の説明 

特別警報、警報のほか、土砂災害警戒情報、洪水予報、キキクル等の気象情報に係

る説明について、横浜地方気象台の解説内容を反映させる。 

《各論Ⅰ第４部第２１章、各論Ⅱ第４部第２章・第６章他》 

 

４ これまでの取組と今後の予定（スケジュール） 

＜令和６年＞ 

   ５月３０日～６月２１日 庁内各指揮本部・各地区防災拠点本部への意見照会 

７月３０日       神奈川県防災会議から修正意見を収受 

   ９月上旬～下旬     藤沢市防災会議・藤沢市防災組織連絡協議会への意見照会 

１１月１日～１２月２日  パブリックコメントを実施 

１１月２２日       藤沢市議会災害対策等特別委員会に修正案を報告 

＜令和７年＞ 

 １月３０日       藤沢市防災会議に最終案を報告 

   ３月上旬        市議会への情報提供、市民周知及び神奈川県知事へ修正を

報告 

 

     以  上   

 

（事務担当 防災安全部 防災政策課） 


